
吸収分割に関する事前開示事項

カルビー株式会社（以下「当社」といいます。）は、カルビーポテト株式会社（以下「カ

ルビーポテト」といいます。）との間で、2022 年 11 月 7 日、各々の取締役会決議を経て、

2023 年 4 月 1 日を効力発生日（以下「本件効力発生日」といいます。）として、当社を吸収

分割承継会社、カルビーポテトを吸収分割会社とする吸収分割契約を締結いたしました。

この吸収分割（以下「本分割」といいます。）に関し、会社法第 794 条第 1 項及び同法施

行規則第 192 条に定める事項は以下のとおりです。 
なお、本分割は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に定める簡易吸収分割の要件を

満たし、カルビーポテトにおいては同法第 784 条第 1 項に定める略式吸収分割の要件を満

たすものとなります。

１．吸収分割契約の内容

別紙 1 のとおりです。 

２．分割対価の相当性に関する事項

本分割に際して、当社はカルビーポテトに対し、分割対価として金銭等の交付（株式の

発行を含む。）は行いません。カルビーポテトは当社の完全子会社であることから、かか

る取扱いは相当であるものと判断しております。

３．カルビーポテトの計算書類等の内容

別紙 2 のとおりです。 

４．重要な後発事象等の内容

（1）当社の重要な後発事象等

当社は、2022 年 11 月 7 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第３項の規定に

より読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項に

ついて決議いたしました。

取得に係る事項の内容

① 取得する株式の種類 当社普通株式

② 取得する株式の総数  5,000,000 株(上限)
③ 株式の取得価額の総額 12,000 百万円(上限)
④ 取得する期間 2022 年 11 月 8 日から 2023 年 3 月 31 日まで 
⑤ 取得方法  東京証券取引所における市場買付

（2）カルビーポテトの重要な後発事象等

該当事項はありません。

５．当社の債務の履行の見込みに関する事項

本分割の効力発生日までに当社の資産および負債の状態に重大な変動が生じる事態は



現在のところ予測されておらず、本分割の効力発生日において当社の資産の額は負債の

額を上回る見込みです。また、本分割により当社がカルビーポテトから承継する資産の額

は承継する負債の額を上回る見込みです。

したがって、本分割の効力発生日以後における当社の債務について履行の見込みがあ

るものと判断いたします。

６．補足

  以上の記載内容に変更が生じた場合、変更が生じた事実及びその内容をただちに開示

いたします。

2023 年 2 月 1 日 

東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号 
カルビー株式会社

代表取締役 伊藤 秀二



分 割 契 約 書

カルビー株式会社（以下「甲」という。）とカルビーポテト株式会社（以下「乙」という。）

は、次のとおり合意したので、この分割契約書（以下「本契約」という。）を締結する。 

（分割の方法）

第 1 条 甲及び乙は、乙を吸収分割会社、甲を吸収分割承継会社として、乙が帯広工場

（所在地：北海道帯広市別府町零号 31 番地 4）において行う馬鈴薯加工品等の製造等

を含む一切の事業（以下「本件事業」という。）に関する権利義務の一部（詳細は第 3
条に定義される）を、本契約第 4 条に定義される本件効力発生日をもって甲に承継さ

せる吸収分割（以下「本件分割」という。）を行う。

（分割対価の交付）

第 2 条 甲は、本件分割に際し、乙に対して次条に基づき承継する権利義務の対価を支

払わない。

（甲が乙から承継する権利義務）

第 3 条 甲は、第 4 条に定義される本件効力発生日をもって、本件分割により、乙から、

乙が本件事業に関して有する権利義務のうち別紙記載のもの（以下「本件権利義務」と

いう。）を承継する。

2 甲及び乙は、本件権利義務の乙から甲への承継に関し、登記、登録、通知、承諾、そ

の他所定の手続が必要となる場合には、相互に協力して当該手続を行う。

（効力発生日）

第 4 条 本件効力発生日（以下「本件効力発生日」という。）は、2023 年 4 月 1 日とす

る。ただし、本件分割にかかる手続の進行に応じ、必要あるときは、甲及び乙が協議の

上、これを変更することができる。

（分割承認総会）

第 5 条 甲は、会社法第 796 条第 2 項の規定により、同法第 795 条第 1 項の株主総会の

承認を得ないで本件分割を行う。

2 乙は、会社法第 784 条第 1 項の規定により、会社法第 783 条第 1 項に定める株主総会

の承認を得ないで本件分割を行う。

（善管注意義務）

第 6 条 甲及び乙は、本契約締結後本件効力発生日までの間、善良なる管理者の注意を

もってその業務の執行及び財産の管理運営を行ない、その財産及び権利義務に重大な

影響を及ぼす行為を行おうとする場合には、あらかじめ協議のうえ、これを行う。

収入印紙

４万円
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（競業）

第 7 条 乙は、本件分割の効力発生後においても、甲が承継する本件事業について競業

避止義務を負わない。

（変更及び解除）

第 8 条 本契約締結後本件効力発生日までの間において、本件権利義務、又は甲若しく

は乙の資産若しくは経営状態に重大な変動が生じたときは、甲及び乙協議のうえ、本

契約を変更し、又は本契約を解除して、本件分割を中止することができる。

（契約の効力）

第 9 条 本契約は、法令に定める関係官庁の承認が得られないときは、その効力を失う。 

（準拠法及び管轄裁判所）

第 10 条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し、又は関連して生じた甲乙

間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（本契約に定めのない事項）

第 11 条 本契約に定める事項のほか、本件分割に必要な事項は、本契約の趣旨に従い、

甲及び乙協議のうえ、これを定める。

本契約の成立を証するため、本契約書 1 通を作成し、甲乙記名押印の上、その原本を甲

が、その写しを乙が保有する。

令和 4 年 11 月 7 日 

（甲）

カルビー株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号

丸の内トラストタワー本館 22F
代表取締役 伊藤 秀二 ㊞

（乙）

カルビーポテト株式会社

北海道帯広市別府町零号 31 番地 4 
代表取締役 田崎 一也 ㊞



（別紙）

承継する権利義務

本件分割により、甲が乙より承継する権利義務は以下のとおりである。但し、権利義務

の移転につき関係官庁その他第三者の許認可又は承諾等を要するものは、当該許認可又

は承諾等の取得を条件とする。

なお、承継する資産・負債の評価については、2022 年 3 月 31 日現在の貸借対照表その

他同日現在の計算を基礎とし、これに本件効力発生日の前日までの増減を加除したうえ

で確定する。

１．資産

（１）流動資産

本件効力発生日の前日における本件事業に係る商品、製品、仕掛品、貯蔵品、その

他の流動資産。

（２）固定資産

本件効力発生日の前日における本件事業に係る土地、建物（工場）、建物附属設備、

構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具備品、ソフトウェア、繰延税金資産そ

の他の固定資産。

２．負債

（１）流動負債

本件効力発生日よりも前に生じた本件事業に係る流動負債は承継しない。

（２）固定負債

本件事業に係る退職給付引当金及び繰延税金負債を除き、本件効力発生日よりも

前に生じた本件事業に係る固定負債は承継しない。

３．労働契約上の地位

本件効力発生日において本件事業に従事している全ての従業員（乙と雇用契約を

締結している派遣従業員も含む。また、本件効力発生日の前日までに別途甲及び乙

との間で転籍合意が成立した従業員を除く。）との間で乙が締結している労働契約で

本件効力発生日において有効に存続している契約に関する契約上の地位。

４．許認可等

乙が、本件効力発生日において、本件事業に関して取得している許可、承認、登録、

届出等のうち、法令上甲において承継可能なもの。



５．承継するその他の権利義務

本件効力発生日において有効に存続している乙を当事者とする本件事業に関する

契約における契約上の地位、及び、その他本件事業に属し、又は付随する権利義務の

うち、次に掲げるもの全て。

① 本件事業の原材料の調達に関して締結している基本契約、個別契約及び付随す

る覚書等

② リース契約

③ 通信回線、事務用機器、ソフトウェア等の利用・保守に関する契約

④ 文書等の保管に関する契約

⑤ 不動産賃貸借契約

⑥ その他本件事業を遂行するために必要な仕入先、委託先との契約

以上
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